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＜基本的事項＞ 

目 的（第１条） 

定 義（第２条） 

基本理念（第３条） 

市民参加における役割（第４条） 

＜実施事項＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※除外項目（緊急やむを得ない場合、金銭徴収、政策的判断を要しない場合など） 

（その他、多様な市民参加の方法） 

市民参加の対象（第５条第１項） 

①基本的な計画等の策定・変更 

②基本的な方針を定める条例の制定･改廃 

③市民の権利等に関する条例の制定･改廃 

④市民生活に重要な制度の導入・改廃 

⑤規則で定める公共施設の設置の基本計画等の

策定・変更 

⑥その他市民参加を推進するため必要と認められ

る場合 

市民参加の方法（第６条第１項） 

①市民意向調査手続 

②市民説明会手続 

③市民意見公募手続 

④市民会議手続 

⑤審議会等手続 
 

※第7 条～第11条･･･上記手続の内容 

・市民提案手続（第６条第３項及び第 1２条） 

・その他別に定める方法（第６条第４項）→市政ポスト、市長談話室、市長懇談会等

＜推進体制＞ 

市民参加推進委員会の設置（第１３条） 

市民参加実施状況の公表（第１４条） 

＜委任等＞ 

条例の見直し（第１５条） 

委 任（第１６条） 

条文の構成と概要 

市民参加条例及び施行規則  

印西市市民参加条例の構成 

＜印西市市民活動推進課＞ 
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＜基本的事項＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）市民…市内に住所を有する者 

（２）市民等…市民のほか、市内に在住、在勤又は在学する者、市内に事務所又は事業所を有する法

人その他の団体 

（３）市…印西市における行政活動上の実施機関 

（４）実施機関…市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会 

（５）行政活動…地方自治法第２条に規定する事務を処理するために実施機関が行う活動 

（６）市民参加…行政活動の企画立案等において、市民等が自主的・主体的に行政活動に参加すること。 

（７）協働…市民等と市が対等な立場で協力・連携しまちづくりを進めること。 

（８）法令等…法律、政令、省令、条例、規則、要綱等 

（９）審議会等…法律、条例に基づいて設置された附属機関、規則等により設置された懇談会等 

 

 

 

協働でまちづくり！ 

 
魅力と活力のある

地域社会の発展 

●目 的（条例第 1 条） 

 

行政 
活動 

市民 市民 

市民 

参加 

市民 

Sun 

●定 義（条例第２条） 

市民参加条例及び施行規則の構成 
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（１）市民参加の機会の保障 

   ・市民参加の機会は、全ての市民等に保障される。 

   ・市民参加は、市民等の参加の努力が生かされ保持される。 

 

（２）市民等の視点を生かす 

   ・年齢、性別、居住地等、それぞれの置かれた立場を尊重 

   ・市民等の社会経験、創造的な視点を生かす。 

 

（３）市民等と市の信頼、協力の関係 

   ・市民等と市は、行政活動の効率性及び市民参加できない市民等に配慮し、互いを尊重し自らの

役割を果たし協働することに努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●基本理念（条例第３条） 

●市民参加における役割（条例第４条） 

①まちづくりの担い手を認識 

＝市民参加によるまちづくりを推進 

 

②自らの発言と行動への責任 

 

③自主的かつ民主的な参加 

①情報の原則公開＝情報の共有 

 

②企画立案段階からの市民参加 

  ＝公正な参加の機会の確保 

 

③市民参加の啓発、知識等の蓄積 

  ＝職員研修等 

・情報共有 

・信頼・協力 

・互いを尊重 

市の役割 市民等の役割 

◆ 公表の方法（規則第 3 条） ◆ 

① 掲示場への掲示 

② 広報紙、ホームページへの掲載 

③行政資料室、出先機関等での閲覧・掲示 

④ その他の方法→町内会回覧など 
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＜実施事項＞ 

 

 

 

 
  

→概ね５年以上の計画等 （規則第４条第１項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

→用地費除く事業費が概ね５億円以上の施設 （規則第４条第２項） 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       市民３０人以上の連署で市へ提案 

 

                          市政ポスト、市長談話室、市長懇談会など 

 

①市の基本的な事項を定める計画等の策定・変更 

②市の基本的な方針を定める条例の制定・改廃 

④市民等の生活に大きな影響を及ぼす制度の導入・改廃 

⑤規則で定める公共施設の設置に係る基本計画等の策定・変更 

市民参加の対象として義務付けるもの（第１項） 

①市民意向調査手続 

②市民説明会手続 

③市民意見公募手続 

④市民会議手続 

市民提案手続 

行政発の参加の方法（５種類）…第１項関係 

市民発の参加の方法…第３項、第４項関係 

 

別に定める方法により市民等の意見の把握 

⑤審議会等手続 

企画立案段階から適切な方法で・・・ 

←左記の市民参加手続により実施 

第５条第１項の規定により市民参加を求める場合 

●市民参加の対象（条例第５条） 

●市民参加の方法（条例第６条） 

③市民等の権利義務に関する条例の制定・改廃 

 ただし、法令等に特別の定めがある場

合は、その法令の手続きにより行う。 

⑥その他市民参加を推進するため必要と認められる場合 

 

・緊急、その他止むを得ない理由があ
るとき 

・政策的判断を要しないとき 
・市税の賦課徴収その他金銭徴収に

関するもの 
・公にすることができない情報が含ま

れる場合 

◆除外項目…規則第４条第３項◆ 
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●市民意向調査手続（条例第７条）…【規則第５条】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市民説明会手続（条例第８条）…【規則第６条】 

 

 

 

 

① 目的、内容、対象者、その他必要な事項を事前に公表 

② 市民意向調査の実施（対象抽出…年齢、性別、地域等） 

重要な施策や行政の課題等につ

いて市民の意向を把握する場合 

対象者の意見等＝市民等の意見 

市民意向調査結果の集計 

公 表 

対象者に送付 

広報紙、ホームページ等でお知らせ 

対象者の意見等 

 

 
市 

意見収集 

説 明 市

民

等 

市民説明会 

 
・事前…課題、開催日時、開催場所等を開催日の２０日以上前に公表 

・事後…開催記録の作成・公開 

市民説明会を開催 

行政の課題等に対する複数の

市民等の意見を収集する場合 

市民等に参加を求める 

市民等の参加 

(意見収集) 

（適切な方法で収集） 

予め対象者を定めて･･･ 
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●市民意見公募手続（条例第９条）…【規則第７条】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 市民会議手続（条例第１０条）…【規則第８条、第１１～１３条】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事前に公表＞ 

① 対象とする事案 

② 対象とする事案を作成した趣旨、目的及び関係資料 

③ 意見の提出方法、提出期間及び提出先 

④ 意見を提出することができるもの 

⑤ その他必要と認める事項 

市民等の意見を広く 

求める必要がある場合 

施策等を修正可能な段階で公表 

市民等からの意見等の提出 

市民等からの意見等を検討 

１４日以上の意見募集期間 

公 表 

・市民等からの意見の概要（個人情報は除く） 

・意見に対する市の考え方 

・対象とする事案の修正を行う場合はその内容 等 

意見公募 

市民等の意見（多様な方法を保障） 

・窓口へ持参 
・郵便等による送付 
・ファクシミリ 
・電子メール等 

 

市民等 

 
市 市民等 

意見交換 

意見形成等 

市民会議 

 
・事前…議題、開催日時、開催場所等を公表 

・事後…開催記録の作成・公開 

市民会議を設置 

行政の課題等に対し複数の市民等の 

意見交換、意見形成等を図る場合 

市民の参加を公募 

（公募期間：２０日以上） 

市民等が応募 

（無委嘱・無報酬） 
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●審議会等手続（条例第１１条）…【規則第９～１３条】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市民提案手続（条例第１２条）…【規則第１４条】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
市の事務又は事業について、市民等の意見及び専門的知識の反映を図る場合 

→ → → 審議会等を設置することができる。 

※ 委員の構成員は、男女比（女性委員３割以上）、年齢、他の審議会等との重複制限、

在任期間（通算６年以内）、地域性等を勘案し、幅広い人材を登用するよう努める。 

市民公募 

の 推 進 
委 員 の 

男女比率 

附属機関で
の 委 員 の
重複制限 

附属機関で
の 在 任 期
間の制限 

会議等の 

原則公開 

市民委員の登用 開かれた会議 より多くの市民参加機会の確保 

 

 
①市民が市の施策等についての意見提案を作成 
           ↓ 
②市内に住所を有する者３０人以上の連署で市へ提案 

↓ 

③担当部署を定め対応（必要に応じ市民参加推進委員会へ） 

市民参加推進委員会 

審議・意見 

報告・説明  
市 

推
進
委
員 

市民からの提案を受付 

市民の提案 

（年齢問わず） 

結果を公表 

議会議員・
市 職 員 の
制限 
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＜推進体制＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜委任等＞ 

 

・社会情勢等の変化 

・市民参加の状況の変化 

 

 

 

・条例の施行に際し必要な事項は、規則で定めていきます。 

（例）・市民参加の対象や方法の詳細事項（様式等） 

 

 

 

・条例の施行日は、平成２０年８月１日とします。 
 

・経過措置として、条例の施行日前に既に着手又は着手のための準備が進められている対象事項で、 

条例の適用が困難なものは、条例を適用しないことができることとします。 

 

 

委員構成…公募市民、学識経験者等の１５名以内で構成 

任  期…２年間 

審議事項…①条例の運用に関する事項 

     ②条例、規則の見直しに関する事項 

     ③市民提案の取り扱いに関する事項 

     ④その他市民参加の推進に関する事項 

市民参加推進委員会 

市

長 

結果の公表 

結果の公表 

意
見 

報
告 

市民参加推進委員会 

市民参加の実施状況の取りまとめ

市民参加
実施状況 

 

（●年度） 

必要に応じ、条例、規則の見直しを行います。 

●推進委員会の設置（条例第１３条）…【規則第１５条】 

●市民参加の実施状況の公表（条例第１４条）…【規則第１６条】 

●条例の見直し（条例第１５条） 

●規則への委任（条例第１６条） 

●附 則（条例） 

条例 

施行規則 

 
委任 

諮問 
答申 


